
国見町保育所の管理及び運営に関する規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 

 

令和８年１月２６日 

 

国見町長 村 上 利 通 

 

 

国見町規則第２号 

 

 

 国見町保育所の管理及び運営に関する規則の一部を改正する規則 

国見町保育所の管理及び運営に関する規則(昭和 53年国見町規則第 13号)の一

部を次のように改正する。 

第４条第２項中「保育所入所承諾書」を「入所承諾通知書」に改める。 

第２号様式を次のように改める。 

入所承諾通知書 

[別紙参照] 

第４条第２項中「保育所入所保留通知書」を「入所保留通知書」に改める。 

第３号様式を次のように改める。 

 入所保留通知書 

[別紙参照] 

第９条中「保育実施解除通知書」を「実施解除通知書」に改める。 

第６号様式を次のように改める。 

 実施解除通知書 

[別紙参照] 

附 則 

この規則は、令和８年１月２６日から施行する。 



 

 



 



 


